栃木市観光まちづくり推進連絡会議 公募委員募集要項

（趣旨）
第１　栃木市の観光振興を図るための指針となる「栃木市観光基本計画」を着実に推進するにあたり、その内容について幅広い視点から意見を述べて頂くために「栃木市観光まちづくり推進連絡会議」を設置し、広く市民の意見を取り入れるため、委員の一部を公募するもの。
（募集人数）
第２　公募委員の募集人数は、２名以内とする。なお、募集人数を超えた場合は選考とする。
（応募資格）
第３　公募委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
（１） 栃木市内に在住もしくは、在勤、在学していること。
（２） 平日の昼間に開催される会議に出席が可能で、観光に関心があり、建設的な議論ができること。
（３） 応募時において市が所管する他の２つ以上の委員会、懇談会等の委員に就任していないこと。
（４） 本市の議会議員、監査委員又は教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員及び職員でないこと。
（５） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しないこと。
（任期）
第４　連絡会議の参加者として依頼する期間は、２年以内とする。

（報酬）
第５　公募委員の報酬は、無報酬とする。
（応募方法）
第６　応募者は、栃木市観光まちづくり推進連絡会議公募委員応募用紙（別記様式）に必要事項を記入し、産業振興部観光振興課に提出するものとする。
２　市長は、前項の応募に重大な記入漏れがあるとき、又は虚偽記載があることが判明したときは、その応募者の応募を無効にすることができる。
（募集期間）
第７　公募委員の募集期間は、令和７年１２月２５日から令和８年１月１５日までとする。
（選考）
第８　公募委員の募集人数を超えた場合、選考により決定するものとする。
（結果の通知）
第９　選考結果は、すべての応募者に対して通知するものとする。
（庶務）
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